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【電話番号】 03-5405-0740

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

ＳＭＡＭ　日経２２５上場投信

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

(1)当初申込期間(平成27年3月23日)

　1,000億円を上限とします。

(2)継続申込期間(平成27年3月24日から平成28年7月7日まで)

　５兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

東京都中央区日本橋兜町２番１号
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年 3月 6日付をもって提出しました「ＳＭＡＭ　日経２２５上場投信」の有価証券届出書（平成

27年３月24日および平成28年１月８日付けの有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届

出書」といいます。）について、課税上の取扱いに関して修正すべき事項があるため、またあわせて情

報の更新を行うため、本訂正届出書により訂正を行うものです。

 

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載し

ている内容は原届出書が更新されます。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜更新後＞

課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。

イ　個人受益者の場合

（イ）受益権の売却時の課税

売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税

５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、特定口座

（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率

で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。

売却時の損失（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および上場株式等

の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）、特定公社債等（公

募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等との損益通算が可能です。

（ロ）収益分配金の受取り時の課税

収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源

泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行われます。なお、確定申告を行い、申告分

離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできま

す。

（ハ）受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記（イ）の受益権の売却時と同

様の取扱いとなります。

ロ　法人受益者の場合

（イ）受益権の売却時の課税

受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

（ロ）収益分配金の受取り時の課税

収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収され、他の法人所得

と合算して課税されます。

収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。

（ハ）受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記（イ）の受益権の売却時と同

様の取扱いとなります。

 

特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投

資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。

なお、当ファンドは、原則として受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用が可能

です。

 

※少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、

未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80

万円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年

間非課税となります。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡのご利用には、販売会社での専用口座の開
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設等、一定の要件があります。

また、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数

比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

 

※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成28年２月末現在の情報をもとに作

成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

 

 

第２【管理及び運営】

４【受益者の権利等】

＜更新後＞

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

イ　分配金請求権および名義登録

受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録
※
されている受益者（「名義登録受益

者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

※受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、

住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律第２条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同条に規定する法人

番号をいいます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名また

は名称および住所とします。以下同じ。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義

登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づ

き、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れた受益権にかかる受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号

（個人番号または法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の

２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称およ

び住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。な

お、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者

名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。

収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名

義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うもの

とします。

なお、受益者はファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関である

ものに限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。こ

の場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金

額を徴収することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社

が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができま

す。

受託会社は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当

該金額を委託会社に交付するものとします。

受益者が、支払開始日から５年間、収益分配金の支払いを請求しないときは、受益者はその権利

を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
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ロ　信託終了時の交換請求権

受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。

委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する株式

を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するもの

とします。

交換は、販売会社の営業所において行うものとします。

交換にかかる受益権の価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合において、

受益者が交換により取得する個別銘柄の株式の株数は、信託終了日の５営業日前の日における当

該株式の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。

信託終了時の株式の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受

け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行います。

次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則とします。

（イ）受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の

残余の口数の振替受益権

（ロ）一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）

販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める手

数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴収することができるものとします。

受益者が信託終了時の交換について、信託終了時から10年間その交換請求をしないときは、受益

者はその権利を失い、委託会社に帰属します。

対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会

社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指

図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法また

はこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必

要な経費を控除した後の金額）とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総

額が確定した日から４営業日目に金銭の交付を行います。

ハ　交換請求権および買取請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、交換または買取りを請求することができます。詳細

は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。

ニ　書面決議における議決権および受益権の買取請求権

委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重

大な信託約款の変更を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおい

て、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。

書面決議の結果、当ファンドの解約または重大な信託約款の変更が行われる場合は、書面決議に

おいて当該議案に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を

もって買い取るべき旨の請求ができます。

ホ　帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す

ることができます。
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独立監査人の監査報告書
 

平成27年６月15日

三井住友アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

 

 有限責任 あずさ監査法人
 指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 鈴　木　敏　夫　　印

 指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 池　ヶ　谷　正　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

状況」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日ま

での第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方

針及びその他の注記について監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表

示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続

は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択

及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当

監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と

適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事

業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年４月１日付にて日興グローバルラップ株式会社の

発行済株式の全部を取得している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬ

データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
 

平成27年11月25日

三井住友アセットマネジメント株式会社

取締役会　御中

 

 有限責任 あずさ監査法人
 指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 小　澤　陽　一　　印

 指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 池 ヶ 谷　　正　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の

経理状況」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成27年４月１日から平成28年３

月31日までの第31期事業年度の中間会計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る中間

財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及

びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間

財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな

い中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対す

る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基

準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務

諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な

保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めてい

る。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べ

て監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不

正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした

監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適

切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討

する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作

成基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成27年９月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）の経営成績に関する有用

な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．Ｘ

ＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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